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【 請 求 項 １ 】
そ れ ぞ れ に 火 災 検 知 部 を 有 し た 複 数 の 火 災 警 報 器 を 互 い に 信 号 線 で 並 列 に 接 続 し 、 い ず れ
か の 火 災 警 報 器 が 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 感 知 し た と き に は 、 他 の 火 災 警 報 器 を 警 報 連 動
さ せ る 構 成 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム に お い て 、
上 記 火 災 警 報 器 の そ れ ぞ れ は 、
上 記 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 、 第 １ 連 動 制 御 、 第 ２ 連 動 制 御 の い ず れ か の 制 御 信 号 を 出 力 す
る 制 御 信 号 出 力 部 と 、
上 記 信 号 線 に 送 出 さ れ た 上 記 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、
火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る た め の 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す
た め の 操 作 を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、
上 記 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判
別 し て 連 動 警 報 を 出 力 す る と と も に 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し た と き に は 上 記 第 １ の 火
災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、 か つ
上 記 制 御 信 号 出 力 部 を 駆 動 制 御 し て 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る
と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ る 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 上 記 応 答
処 理 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 上 記 第 １ の 火 災 報 応 答 処 理 を 行 い 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出
力 さ せ る 制 御 部 と を 備 え て い る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す
る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ る こ と を
特 徴 と す る 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ 、 ３ の い ず れ か に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 の 音 を 上 記 火 災 警 報 と は 異
な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ５ 】
そ れ ぞ れ に 火 災 検 知 部 を 有 し た 複 数 の 火 災 警 報 器 を 互 い に 信 号 線 で 並 列 に 接 続 し 、 い ず れ
か の 火 災 警 報 器 が 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 感 知 し た と き に は 、 他 の 火 災 警 報 器 を 警 報 連 動
さ せ る 構 成 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム に お い て 、
上 記 火 災 警 報 器 の そ れ ぞ れ は 、 上 記 信 号 線 に 、 通 常 監 視 、 第 １ 連 動 制 御 、 第 ２ 連 動 制 御 の
い ず れ か の 制 御 信 号 を 出 力 す る 制 御 信 号 出 力 部 と 、
上 記 信 号 線 を 監 視 し て 、 上 記 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、 火 災 要 因 を 感 知 し た
火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る た め の 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 操 作 を 受 け 付
け る 応 答 処 理 釦 と 、
上 記 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判
別 し て 連 動 警 報 を 出 力 す る 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 火 災 警 報 を 出 力 し 、 そ の 後
、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し た と き に は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、
か つ
上 記 制 御 信 号 出 力 部 を 駆 動 制 御 し て 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る
と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ る 一 方 、 連 動 警 報 を 出 力 し て い る と き に 上 記 応 答 操
作 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 っ て 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 し
、 更 に 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る と き に 、 上 記 第 ２ の 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 、 上 記 第
２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 制 御 部 と を 備 え て い る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ５ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 量 を 増 加 さ せ る こ と を
特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 ５ 、 ６ の い ず れ か に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 を 、 上 記 連 動 警 報 と は
異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
そ れ ぞ れ に 火 災 検 知 部 を 有 し た 複 数 の 火 災 警 報 器 を 互 い に 信 号 線 で 並 列 に 接 続 し 、 い ず れ
か の 火 災 警 報 器 が 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 感 知 し た と き に は 、 他 の 火 災 警 報 器 を 警 報 連 動
さ せ る 構 成 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム に お い て 、
各 々 の 火 災 警 報 器 は 、 自 己 の 連 動 警 報 の み を 出 力 停 止 さ せ る た め 操 作 を 受 け 付 け る 個 別 連
動 停 止 釦 を 更 に 備 え て お り 、
各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 上 記 個 別 連 動 停 止 釦 の 操 作 を 受 け 付 け た と き に は 、 自 己 の
連 動 警 報 の み を 出 力 停 止 さ せ る 構 成 と し た 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に お い て 、
各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 判 別 回 数 を カ ウ ン ト す る カ ウ ン タ を 備
え て お り 、 そ の 検 出 回 数 が 所 定 回 数 を 超 過 し た と き に は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 判 別 を 無 効
と す る 構 成 と し た 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に お い て 、
各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 回 数 を カ ウ ン ト す る カ ウ ン タ を 備
え て お り 、 そ の 出 力 回 数 が 所 定 回 数 を 超 過 し た と き に は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 を 禁 止
す る 構 成 と し た 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に お い て 、
各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し て 上 記 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う
こ と を 許 可 す る タ イ マ を 備 え て お り 、
上 記 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 回 数 に 応 じ て 、 そ の 許 可 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る 構 成 と し た 住
宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
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【 請 求 項 １ ２ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に お い て 、
各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 を 許 可 す る タ イ マ を 備 え て お り 、
第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ た 回 数 に 応 じ て 、 そ の 許 可 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る 構 成 と し た
住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
請 求 項 １ ～ ７ ま た は ９ ～ １ ２ の い ず れ か に お い て 、
上 記 制 御 信 号 は 、 レ ベ ル の 異 な る 電 圧 信 号 で あ る 、 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
信 号 線 に 他 の 火 災 警 報 器 と と も に 接 続 さ れ 、 火 災 警 報 器 同 士 で 警 報 連 動 を 行 う よ う に し た
住 宅 用 火 災 警 報 器 で あ っ て 、
煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る 火 災 検 知 部 と 、
上 記 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 信 号 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 す る 制 御 信
号 出 力 部 と 、
上 記 信 号 線 に 送 出 さ れ た 上 記 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、
火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の
操 作 を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、
上 記 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 上 記 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報
を 出 力 す る と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ 、 上 記 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し て
い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 連 動 警 報 を 出 力 す る と と も に 、 連 動 警 報 を
出 力 し て い る 問 に 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し た と き に は 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行
い 、 更 に 連 動 警 報 を 出 力 し て い る と き に 上 記 応 答 処 理 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 上 記 第 １
の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 っ て 上 記 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ る 制 御 部 と を 備 え て い る 、
住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 １ ５ 】
請 求 項 １ ４ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 上 記 連 動 警 報 を 停 止 す る こ と を 特 徴
と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 １ ６ 】
請 求 項 １ ４ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 上 記 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ る こ
と を 特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 １ ７ 】
請 求 項 １ ４ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 上 記 連 動 警 報 を 上 記 火 災 警 報 と は 異
な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 １ ８ 】
信 号 線 に 他 の 火 災 警 報 器 と と も に 並 列 に 接 続 さ れ 、 火 災 警 報 器 同 士 で 警 報 連 動 を 行 う よ う
に し た 住 宅 用 火 災 警 報 器 で あ っ て 、
煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る 火 災 検 知 部 と 、
上 記 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 信 号 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 す る 制 御 信
号 出 力 部 と 、
上 記 信 号 線 を 監 視 し て 、 上 記 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、
火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の
操 作 を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、
上 記 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 上 記 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報
を 出 力 す る と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ 、 上 記 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し て
い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 連 動 警 報 を 出 力 し 、 連 動 警 報 を 出 力 し て い
る 間 に 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、 更 に 連 動 警 報
を 出 力 し て い る と き に 上 記 応 答 処 理 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処
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理 を 行 っ て 上 記 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 し 、 更 に 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る 間 に 、 上 記 第
２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 制 御 部 と を 備 え て い る 、 住
宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 １ ９ 】
請 求 項 １ ８ に お い て 、
上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 量 を 増 加 さ せ る こ と を
特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
請 求 項 １ ８ に お い て 、 上 記 制 御 部 は 、 上 記 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 を 上
記 連 動 警 報 と は 異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 発 明 の 名 称 】 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム 、 住 宅 用 火 災 警 報 器
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 そ れ ぞ れ に 火 災 検 知 部 を 有 し た 複 数 の 火 災 警 報 器 を 信 号 線 に 並 列 に 接 続 し て
構 成 さ れ た 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム の 改 良 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 一 般 住 宅 な ど に お い て は 、 下 記 特 許 文 献 １ に 示 す よ う な 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス
テ ム が 普 及 し て き て い る 。 こ の よ う な シ ス テ ム は 、 ２ 線 式 信 号 線 に 対 し て 複 数 の 火 災 警 報
器 を 並 列 に 接 続 し て 構 成 さ れ て お り 、 い ず れ か の 火 災 警 報 器 が 、 熱 や 煙 な ど の 火 災 要 因 を
検 出 し た と き に は 、 自 己 か ら 火 災 警 報 を 出 力 す る と と も に 、 ２ 線 式 信 号 線 に 対 し て 連 動 警
報 制 御 信 号 を 送 出 し 、 他 の 警 報 器 か ら 連 動 警 報 を 出 力 さ せ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ４ ４ ９ ５ ５ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
と こ ろ が 、 上 記 し た 従 来 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 連 動 警 報 を 出 力 し て い る 火 災 警
報 器 の み を 選 択 的 に 警 報 出 力 を 停 止 さ せ る こ と が で き ず 、 火 元 、 す な わ ち 、 火 災 要 因 を 検
出 し た 火 災 警 報 器 の 復 旧 操 作 を し て 、 火 元 の 警 報 器 の 火 災 警 報 を 停 止 さ せ る と と も に 、 他
の 火 災 響 報 器 の 連 動 警 報 を 停 止 さ せ る よ う な 構 成 と し て い た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 こ の よ う な 構 成 は 、 火 元 の 火 災 警 報 器 の 復 旧 を し な い と 全 火 災 警 報 器 の 警 報 出 力 が 停 止
し な い た め 、 警 報 出 力 さ れ た 際 に 管 理 人 は 、 全 警 報 器 を く ま な く 回 っ て 火 元 を 特 定 す る 必
要 が あ り 、 面 倒 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 誤 報 で あ っ た 場 合 に は 、 火 災 要 因 が 近 く に な い の で 、 特 に 、 誤 報 を し た 火 災 警 報
器 の 特 定 は 困 難 で あ り 、 不 便 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 連 動 警 報 を し て い る 火 災 警 報 器 の み を 選 択 的 に 警 報 停 止 さ せ 、 火 元
の 特 定 を 容 易 に で き る よ う に し た 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム を 提 供
す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 上 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 請 求 項 １ ～ １ ３ で は 、 新 規 な 構 成 の 住 宅 用 火 災
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、 及 び 住 宅 用 火 災 警 報 器

、 及 び 住 宅 用 火 災 警 報 器



警 報 シ ス テ ム を 提 案 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 １ で は 、 火 災 警 報 器 の そ れ ぞ れ は 、 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 、 第 １ 連 動 制 御 、 第 ２
連 動 制 御 の い ず れ か の 制 御 信 号 を 出 力 す る 制 御 信 号 出 力 部 と 、 信 号 線 に 送 出 さ れ た 制 御 信
号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る た め
の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 操 作 を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、 制 御 信 号 監 視 部
を 監 視 し 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し て 連 動 警 報 を 出
力 す る と と も に 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し た と き に は 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、
か つ 制 御 信 号 出 力 部 を 駆 動 制 御 し て 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る
と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ る 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 応 答 処 理
釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ
る 制 御 部 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ こ に 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と は 、 火 災 警 報 を 出 力 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に
す る た め 、 連 動 警 報 を 出 力 し て い る 火 災 警 報 器 側 で な さ れ る 制 御 処 理 を い い 、 第 ２ の 火 災
警 報 応 答 処 理 と は 、 同 様 の 目 的 で 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る 火 災 警 報 器 側 で な さ れ る 制 御
処 理 を い う 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ２ で は 、 制 御 部 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 を 停 止 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 請 求 項 ３ で は 、 制 御 部 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ４ で は 、 制 御 部 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 の 音 を 火 災 警 報 と
は 異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ５ で は 、 火 災 警 報 器 の そ れ ぞ れ は 、 信 号 線 に 、 通 常 監 視 、 第 １ 連 動 制 御 、 第 ２ 連
動 制 御 の い ず れ か の 制 御 信 号 を 出 力 す る 制 御 信 号 出 力 部 と 、 信 号 線 を 監 視 し て 、 制 御 信 号
を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る た め の

火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 操 作 を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、 制 御 信 号 監 視 部 を
監 視 し 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し て 連 動 警 報 を 出 力
す る 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 火 災 警 報 を 出 力 し 、 そ の 後 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を
判 別 し た と き に は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、 か つ 制 御 信 号 出 力 部 を 駆 動 制 御 し て
、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ
せ る 一 方 、

と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ６ で は 、 制 御 部 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 量 を 増 加 さ せ
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ７ で は 、 制 御 部 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 を 、 連 動 警 報
と は 異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ８ で は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 は 、 自 己 の 連 動 警 報 の み を 出 力 停 止 さ せ る た め 操 作 を
受 け 付 け る 個 別 連 動 停 止 釦 を 更 に 備 え て お り 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 個 別 連 動 停
止 釦 の 操 作 を 受 け 付 け た と き に は 、 自 己 の 連 動 警 報 の み を 出 力 停 止 さ せ る 構 成 と し た 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 請 求 項 ９ で は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 判 別 回 数 を カ ウ ン ト
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第 １ の

第 １ の

第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、

第 １ の

第 １ の

第 １ の

第 １ の

第 ２ の

連 動 警 報 を 出 力 し て い る と き に 応 答 操 作 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 第 １ の 火 災 警
報 処 理 を 行 っ て 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 し 、 更 に 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る と き に 、 第 ２
の 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 制 御 部

第 ２ の

第 ２ の



す る カ ウ ン タ を 備 え て お り 、 そ の 検 出 回 数 が 所 定 回 数 を 超 過 し た と き に は 、 第 ２ 連 動 制 御
信 号 の 判 別 を 無 効 と す る 構 成 と し た 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 １ ０ で は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 回 数 を カ ウ ン
ト す る カ ウ ン タ を 備 え て お り 、 そ の 出 力 回 数 が 所 定 回 数 を 超 過 し た と き に は 、 第 ２ 連 動 制
御 信 号 の 出 力 を 禁 止 す る 構 成 と し た 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 請 求 項 １ １ で は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し て 火 災 警 報
応 答 処 理 を 行 う こ と を 許 可 す る タ イ マ を 備 え て お り 、 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 回 数 に 応 じ
て 、 そ の 許 可 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る 構 成 と し た 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 １ ２ で は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の 制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 を 許 可 す る タ
イ マ を 備 え て お り 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ た 回 数 に 応 じ て 、 そ の 許 可 時 間 を 順 次 短
縮 さ せ る 構 成 と し た 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 請 求 項 １ ３ で は 、 制 御 信 号 は 、 レ ベ ル の 異 な る 電 圧 信 号 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 １ ４ で は 、 信 号 線 に 他 の 火 災 警 報 器 と と も に 接 続 さ れ 、 火 災 警 報 器 同 士 で 警 報 連
動 を 行 う よ う に し た 住 宅 用 火 災 警 報 器 で あ っ て 、 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る 火 災 検
知 部 と 、 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 信 号 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 す る 制
御 信 号 出 力 部 と 、 信 号 線 に 送 出 さ れ た 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、 火 災 要 因 を
感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 操 作 を 受 け
付 け る 応 答 処 理 釦 と 、 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に
は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ 、 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を
検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 連 動 警 報 を 出 力 す る と と も に 、 連
動 警 報 を 出 力 し て い る 間 に 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 し た と き に は 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理
を 行 い 、 更 に 連 動 警 報 を 出 力 し て い る と き に 応 答 処 理 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 第 １ の 火
災 警 報 応 答 処 理 を 行 っ て 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ る 制 御 部 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 制 御 部 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 を 停 止 す る こ と を
特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 制 御 部 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 、 制 御 部 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 連 動 警 報 を 火 災 警 報 と は
異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 請 求 項 １ ８ で は 、 信 号 線 に 他 の 火 災 警 報 器 と と も に 並 列 に 接 続 さ れ 、 火 災 警 報 器 同 士 で
警 報 連 動 を 行 う よ う に し た 住 宅 用 火 災 警 報 器 で あ っ て 、 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る
火 災 検 知 部 と 、 信 号 線 上 に 、 通 常 監 視 信 号 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力
す る 制 御 信 号 出 力 部 と 、 信 号 線 を 監 視 し て 、 制 御 信 号 を 判 別 す る 制 御 信 号 監 視 部 と 、 火 災
要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に す る 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 操 作
を 受 け 付 け る 応 答 処 理 釦 と 、 制 御 信 号 監 視 部 を 監 視 し 、 火 災 検 知 部 が 火 災 要 因 を 検 出 し た
と き に は 、 火 災 警 報 を 出 力 す る と と も に 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 さ せ 、 火 災 検 知 部 が 火 災
要 因 を 検 出 し て い な い と き に 、 第 １ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 連 動 警 報 を 出 力 し 、 連 動 警
報 を 出 力 し て い る 間 に 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 判 別 す る と 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 い 、 更
に 連 動 警 報 を 出 力 し て い る と き に 応 答 処 理 釦 の 操 作 を 受 け 付 け る と 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答
処 理 を 行 っ て 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を 出 力 し 、 更 に 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る 間 に 、 第 ２ 連 動
制 御 信 号 を 判 別 す る と 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 制 御 部 と を 備 え て い る 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
　 請 求 項 １ ９ で は 、 制 御 部 は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 量 を 増 加 さ
せ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 請 求 項 ２ ０ で は 、 制 御 部 は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 火 災 警 報 を 連 動 警 報 と は
異 な る 音 で 出 力 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 １ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 応 答 処 理 釦 を
操 作 す る と 、 連 動 警 報 を し て い る 火 災 警 報 器 の み が 、 火 災 要 因 を 検 出 し た 火 災 警 報 器 と は
別 に 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 が 容 易
に で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処
理 と し て 連 動 警 報 を 停 止 す る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処
理 と し て 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で
き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処
理 と し て 警 報 音 の 音 質 を 変 化 さ せ る の で 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る
。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 連 動 警 報 を し て い る 警
報 器 の 応 答 処 理 釦 を 操 作 す れ ば 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 に 対 し て 、 第 ２ の 火 災 警 報 応
答 処 理 を さ せ る こ と が で き る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処
理 と し て 火 災 警 報 の 音 量 増 加 を さ せ る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で
き る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 請 求 項 ７ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処
理 と し て 、 火 災 警 報 の 音 質 変 化 を さ せ 、 連 動 警 報 と は 異 な る 音 で 出 力 さ せ る の で 、 火 災 要
因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 請 求 項 ８ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 個 別 連 動 停 止 釦 を 備 え
て お り 、 こ の 個 別 連 動 停 止 釦 を 操 作 し て 、 連 動 警 報 を し て い る 警 報 器 を 順 次 警 報 停 止 さ せ
て ゆ け ば 、 火 元 が ど こ で あ る か 、 確 実 に 確 認 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 請 求 項 ９ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 判
別 回 数 が 規 定 に 達 す る と 、 そ の 判 別 を 無 効 と す る の で 、 本 来 必 要 な 火 元 特 定 を し 、 火 災 要
因 自 体 を 解 決 し な い か ぎ り 連 動 警 報 出 力 が な さ れ 、 防 災 上 有 益 に で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の
出 力 回 数 が 規 定 に 達 す る と 、 そ の 出 力 を 禁 止 す る の で 、 請 求 項 ９ と 同 様 の 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 請 求 項 １ １ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 火 災 警 報 応 答 処 理 を
行 う 回 数 に 応 じ て 、 そ の 処 理 を 行 う 許 可 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る の で 、 最 終 的 に は 火 元 の 特
定 を し て 、 そ れ を 解 決 す る と い っ た 根 本 的 な 解 決 を し な い 限 り 、 火 災 警 報 を 行 う 時 間 が 短
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く な る の で 、 防 災 上 有 益 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 各 々 の 火 災 警 報 器 の
制 御 部 は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 の 出 力 を 許 可 す る タ イ マ を 備 え て お り 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 を
出 力 さ せ た 回 数 に 応 じ て 、 そ の 許 可 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る の で 、 請 求 項 ９ ～ １ １ と 同 様 の
効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 シ ス テ ム で は 、 火 災 警 報 器 は 、 制 御 信 号 は レ ベ ル の
異 な る 電 圧 信 号 な の で 、 簡 易 な 構 成 で 各 制 御 信 号 を 生 成 で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 応 答 処 理 釦 を 操 作 す る と 、 連 動 警 報 を し て
い る 火 災 警 報 器 の み が 、 火 災 要 因 を 検 出 し た 火 災 警 報 器 と は 別 に 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処
理 を 行 う の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 火 災 警 報 器 の 判 別 が 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 連 動 警 報 を
停 止 す る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 請 求 項 １ ６ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 連 動 警 報 の
音 量 を 低 下 さ せ る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 警 報 音 の 音
質 を 変 化 さ せ る の で 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 連 動 警 報 を し て い る 警 報 器 の 応 答 処 理 釦 を
操 作 す れ ば 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 に 対 し て 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を さ せ る こ と
が で き る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 請 求 項 １ ９ に 記 載 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 で は 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 火 災 警 報 の
音 量 増 加 を さ せ る の で 、 火 災 要 因 を 感 知 し た 警 報 器 の 判 別 を 容 易 に で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 以 下 に 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 こ こ で 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル は 第
１ 連 動 制 御 信 号 に 対 応 し 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル は 、 第 ２ 連 動 制 御 信 号 に 対 応 す る 。
し か し な が ら 、 こ れ ら の 制 御 信 号 は 、 電 圧 信 号 だ け に は 限 ら れ ず 、 デ ジ タ ル 信 号 、 ア ナ ロ
グ 信 号 、 デ ー タ 信 号 な ど 、 あ ら ゆ る 種 類 の 信 号 を 用 い る こ と が で き る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 シ ス テ ム の 概 略 構 成 の 一 例 を 示 す 図 で あ る 。 こ の も の は 、 商 用 電 源 で 作
動 す る 住 宅 用 火 災 警 報 器 １ を 、 ２ 線 式 信 号 線 Ｌ に 対 し て 、 複 数 個 、 並 列 に 接 続 す る こ と に
よ り 構 成 さ れ て い る が 、 ２ 線 式 信 号 線 に 限 ら れ ず 、 信 号 伝 送 で き る も の で あ れ ば 何 を 用 い
て も よ い 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 各 々 の 住 宅 用 火 災 警 報 器 １ は 、 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る 機 能 を 備 え る 。 各 々 の
火 災 警 報 器 １ が 火 災 要 因 を 検 知 し た と き に は 、 当 該 警 報 器 １ は 警 報 音 出 力 な ど に よ り 火 災
警 報 出 力 を す る 。 こ れ と と も に 、 ２ 線 式 信 号 線 Ｌ に 対 し て 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル を 出
力 し て 、 他 の す べ て の 火 災 警 報 器 １ よ り 連 動 警 報 を 出 力 さ せ る 。 こ の 連 動 警 報 も 、 火 災 警
報 と 同 じ よ う に 警 報 音 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 各 々 の 火 災 警 報 器 １ は 、 図 ２ に 示 す よ う な 内 部 構 成 を し て い る 。 す な わ ち 、 商 用 電 源 を
受 け 、 作 動 電 源 を 生 成 す る 電 源 回 路 １ ０ と 、 通 常 監 視 電 圧 レ ベ ル 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ
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ル 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル の い ず れ か を 出 力 す る 制 御 信 号 出 力 部 １ １ と 、 こ の 火 災 警 報
器 １ を 制 御 す る 制 御 部 １ ２ と 、 煙 、 熱 な ど の 火 災 要 因 を 検 出 す る 火 災 検 出 部 １ ３ と 、 ２ 線
式 信 号 線 Ｌ を 監 視 し て 、 そ の 電 圧 レ ベ ル を 判 別 す る 制 御 電 圧 監 視 部 １ ４ と 、 制 御 部 １ ２ に
よ る 制 御 に よ り 警 報 音 な ど に よ る 警 報 出 力 （ 火 災 警 報 、 連 動 警 報 ） を 行 う 警 報 回 路 １ ５ と
、 後 述 す る 第 １ 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 応 答 処 理 回 路 １ ６ と 、 応 答 処 理 回
路 １ ６ と は 独 立 し て 設 け ら れ 、 個 別 連 動 警 報 停 止 釦 １ ７ Ａ を 有 し 、 こ の 火 災 警 報 器 １ 単 独
で 、 連 動 警 報 出 力 を 停 止 さ せ る た め の 個 別 連 動 警 報 停 止 回 路 １ ７ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 制 御 部 １ ２ は 、 後 述 す る 処 理 で 使 用 さ れ る カ ウ ン タ １ ２ Ａ と 、 同 様 に 後 述 処 理 で 使 用 さ
れ る タ イ マ １ ２ Ｂ と を 備 え る 。 な お 、 タ イ マ １ ２ Ｂ は 、 後 述 す る 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理
の た め に 用 い る タ イ マ Ａ と 、 後 述 す る 個 別 連 動 警 報 停 止 の た め に 用 い る タ イ マ Ｂ と を 備 え
る 。 ま た 、 応 答 処 理 回 路 １ ６ は 、 第 １ 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 を な す た め の 設 け ら れ る
こ と は 先 述 の 通 り で あ る が 、 具 体 的 に は 、 連 動 警 報 を し て い る 警 報 器 に 対 す る 第 １ の 火 災
警 報 応 答 処 理 で は 連 動 警 報 の 停 止 、 連 動 警 報 の 音 量 ／ 音 質 変 化 を 行 い 、 火 災 警 報 を し て い
る 警 報 器 に 対 す る 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 で は 火 災 警 報 の 音 量 ／ 音 質 変 化 を さ せ る た め の
回 路 と し て 機 能 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 そ し て 、 第 １ の 火 災 警 報 応 答 処 理 に お い て 、 連 動 警 報 を し て い る 警 報 器 １ の み の 連 動 警
報 停 止 を さ せ る と き に は 、 連 動 警 報 停 止 回 路 と し て 機 能 し 、 こ の 回 路 １ ６ に は 応 答 処 理 釦
１ ６ Ａ と し て 連 動 警 報 停 止 釦 が 設 け ら れ る 。 ま た 、 連 動 警 報 を し て い る 警 報 器 １ の み 連 動
警 報 の 音 量 ／ 音 質 変 化 を さ せ る と き に は 、 連 動 警 報 音 量 ／ 音 質 変 化 回 路 と し て 機 能 し 、 こ
の 回 路 １ ６ に は 応 答 処 理 釦 １ ６ Ａ と し て 連 動 警 報 音 量 ／ 音 質 変 化 釦 が 設 け ら れ る 。 一 方 、
第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 に お い て 、 火 災 警 報 を し て い る 警 報 器 １ の み 、 そ の 音 量 ／ 音 質 変
化 を さ せ る と き に は 火 災 警 報 音 量 ／ 音 質 変 化 回 路 と し て 機 能 し 、 こ の 回 路 １ ６ に は 応 答 処
理 釦 １ ６ Ａ と し て 火 災 警 報 音 量 ／ 音 質 変 化 釦 が 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 図 ３ は 、 制 御 電 圧 出 力 部 工 １ の 具 体 的 な 構 成 例 を 示 し て い る 。 こ の 制 御 電 圧 出 力 部 １ １
で は 、 電 源 回 路 １ ０ で 生 成 さ れ た 電 源 電 圧 Ｖ を 抵 抗 器 Ｒ と ダ イ オ ー ド Ｄ と で 整 流 し 以 下 の
処 理 で 生 成 し た 電 圧 を 、 通 常 監 視 電 圧 レ ベ ル Ｖ １ 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ 、 連 動 制
御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ と し て 端 子 丁 １ ， ２ に 出 力 す る 。 す な わ ち 、 制 御 部 １ ２ よ り 連 動 制
御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ の 出 力 指 示 （ 連 動 警 報 出 力 の 指 示 ） に よ り 作 動 す る ス イ ッ チ ン グ 回
路 １ １ Ｃ は 、 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド Ｚ Ｄ １ ， Ｚ Ｄ ２ の 双 方 の ツ ェ ナ ー 電 圧 に よ り 、 端 子 丁 １
， ２ 間 の 電 圧 を 低 下 さ せ 、 端 子 丁 １ ， ２ 間 の 電 位 差 を Ｖ ２ と す る 。 こ れ に よ り 、 ２ 線 式 信
号 線 し に は 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ が 出 力 さ れ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ま た 、 ス イ ッ チ ン グ 回 路 １ １ Ｂ は 、 制 御 部 １ ２ よ り 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ の 出 力
指 示 （ 火 災 応 答 処 理 の 指 示 ） に よ り 作 働 し 、 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド Ｚ Ｄ １ の ツ ェ ナ ー 電 圧 に
よ り 端 子 丁 １ ， ２ の 電 圧 を Ｖ ３ と す る 。 こ れ に よ り 、 ２ 線 式 信 号 線 し に は 連 動 制 御 第 ２ 電
圧 レ ベ ル Ｖ ３ が 出 力 さ れ る こ と と な る 。 な お 、 こ の 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ は 、 ラ ッ
チ 回 路 １ １ Ａ の ラ ッ チ 機 能 に よ り 、 タ イ マ Ａ ， Ｂ と は 別 の タ イ マ （ 不 図 示 ） に よ る 一 定 時
間 が 経 過 す る ま で 出 力 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 次 に 、 こ の よ う な 構 成 の 特 徴 的 な 処 理 に つ い て 、 図 ４ の フ ロ ー チ ャ ー ト と と も に 説 明 す
る 。 す な わ ち 、 火 災 警 報 器 １ は 、 火 災 要 因 を 検 出 す れ ば 、 火 災 警 報 出 力 を し 、 連 動 制 御 第
１ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 出 力 す る （ １ ０ ０ ～ １ ０ ２ ） 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ の よ う な フ ロ ー チ ャ ー ト の 処 理 に お け る ２ 線 式 信 号 線 Ｌ 上 の 電 圧 レ ベ ル 推 移 を 図 ５ に
示 す 。 す な わ ち 、 通 常 状 態 に お い て は 、 連 動 信 号 出 力 端 子 Ｔ １ ， Ｔ ２ 間 の 電 位 差 は 通 常 監
視 レ ベ ル Ｖ １ と な っ て い る 。 い ま 、 あ る 火 災 警 報 器 １ が 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に は 、 そ
の 警 報 器 １ か ら は 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ が ２ 線 式 信 号 線 Ｌ に 出 力 さ れ る の で 、 ２ 線
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式 信 号 線 Ｌ の 電 圧 値 は Ｖ ２ と な る 。 そ し て 、 連 動 警 報 出 力 し て い る 警 報 器 １ で 応 答 処 理 釦
１ ６ Ａ の 操 作 が さ れ た と き に は 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル 信 号 が 出 力 さ れ る の で 、 ２ 線 式
信 号 線 Ｌ の 電 圧 値 は Ｖ ３ と な る 。
　 な お 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル 信 号 を 、 図 ６ の よ う に 、 一 定 時 間 だ け ワ ン シ ョ ッ ト パ ル
ス と し て 送 出 す る よ う に し て も よ い 。
　 こ の 場 合 、 火 災 警 報 器 １ は 、 図 ７ の フ ロ ー チ ャ ー ト に 示 す よ う に 動 作 す る 。 す な わ ち 、
火 災 警 報 器 １ は 、 火 災 要 因 を 検 出 す れ ば 、 火 災 警 報 出 力 を し 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ
２ を 出 力 す る （ ２ ０ ０ ～ ２ ０ ２ ） 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な け れ ば 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 す る （ ２ ０
３ ） 。 そ し て 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 す れ ば 、 タ イ マ Ａ を 起 動 さ せ て ス テ ッ
プ ２ ０ ０ に 戻 る （ ２ ０ ４ ） 。 一 方 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ が 判 別 で き な け れ ば （ ２
０ ３ ） 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 判 別 す る （ ２ ０ ５ ） 。 そ の 結 果 、 連 動 制 御 第 １ 電
圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 判 別 で き れ ば 、 以 下 の 処 理 を な す 。 す な わ ち 、 そ の 状 態 で 応 答 処 理 釦 １ ６
Ａ の 操 作 が あ れ ば （ ２ ０ ６ ） 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を ワ ン シ ョ ッ ト パ ル ス と し て
出 力 す る （ ２ ０ ７ ） 。 そ し て 、 個 別 連 動 停 止 釦 １ ７ Ａ が 操 作 さ れ ず （ ２ ０ ８ ） 、 タ イ マ Ａ
が 動 作 中 で あ れ ば （ ２ １ ０ ） 、 そ の 間 は 連 動 警 報 停 止 を し （ ２ １ ３ ） 、 ス テ ッ プ ２ ０ ０ に
移 行 す る 。
　 一 方 、 個 別 連 動 停 止 釦 １ ７ Ａ が 操 作 さ れ た 場 合 に は （ ２ ０ ８ ） 、 タ イ マ Ｂ を 起 動 さ せ 、
そ の 動 作 中 の 問 は 連 動 警 報 停 止 を し （ ２ １ １ ， ２ １ ３ ） 、 ス テ ッ プ ２ ０ ０ に 移 行 す る 。
　 こ の よ う な ワ ン シ ョ ッ ト パ ル ス と し て 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 出 力 す る 利 点 と
し て は 、 火 災 警 報 器 １ が 他 の 警 報 器 １ か ら の 電 源 供 給 を 受 け て 作 動 す る 場 合 に お い て 、 連
動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を ０ Ｖ と す れ ば 制 御 電 圧 出 力 部 １ １ の ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド Ｚ Ｄ
１ を 不 要 に で き 、 部 品 点 数 の 削 減 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 更 に 、 こ の よ う な 構 成 の 火 災 警 報 器 １ は 、 応 答 処 理 回 路 １ ６ と し て 、 連 動 警 報 音 量 ／ 音
質 変 化 回 路 と し 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 し た 警 報 器 １ が 、 連 動 警 報 を 停 止 さ
せ る の で は な く 、 連 動 警 報 の 音 量 を 低 下 さ せ た り 、 音 質 変 化 さ せ る よ う に し て も よ い 。 な
お 、 基 本 動 作 は 図 ４ ， 図 ７ の フ ロ ー チ ャ ー ト と 同 様 で あ り 、 説 明 を 省 略 す る 。
　 そ し て 、 こ の よ う な 構 成 の 火 災 警 報 暴 １ は 、 応 答 処 理 回 路 １ ６ と し て 、 火 災 警 報 を 出 力
し て い る 警 報 器 １ に 対 し て 、 そ の 音 量 ／ 音 質 変 化 を さ せ る 火 災 警 報 音 量 ／ 音 質 変 化 回 路 と
し 、 火 災 警 報 を し て い る 警 報 器 １ が 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 し た と き に は 、
火 災 警 報 の 音 量 や 音 質 を 変 化 さ せ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ の 処 理 に つ い て 、 図 ８ 、 図 ９ と と も に 説 明 す る 。 図 ８ で は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 連 動
制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 一 定 時 間 継 続 し て 出 力 す る タ イ プ の 処 理 を 示 し て い る 。 火 災 警
報 器 １ は 、 火 災 要 因 を 検 出 す れ ば （ ３ ０ ０ ） 、 火 災 警 報 出 力 を す る が 、 他 の 火 災 警 報 器 １
よ り 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 す れ ば （ ３ ０ １ ） 、 前 述 し た 第 ２ の 火 災 警 報 応 答
処 理 が な さ れ る 。 す な わ ち 、 火 災 警 報 の 出 力 音 を 大 き く し 、 あ る い は 音 質 変 化 さ せ （ ３ ０
２ ） 、 そ の 後 は ２ 線 式 信 号 線 し に 対 し て 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 出 力 す る （ ３ ０
４ ） 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き に 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 し な け れ ば 、 出
力 音 を 大 き く せ ず に 、 そ の ま ま 火 災 警 報 出 力 を す る （ ３ ０ ３ ） 。 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し
て い な け れ ば （ ３ ０ ０ ） 、 他 の 火 災 警 報 暴 １ か ら の 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 判 別 す
れ ば （ ３ ０ ５ ） 、 連 動 警 報 出 力 を す る が （ ３ １ ３ ） 、 そ の 出 力 中 に 、 応 答 処 理 釦 １ ６ Ａ が
操 作 さ れ た と き に は タ イ マ Ａ を 起 動 さ せ 、 そ の 動 作 中 は 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を
出 力 す る （ ３ ０ ６ 、 ３ ０ ７ 、 ３ １ ０ 、 ３ １ １ ） 。 ま た 、 連 動 警 報 出 力 中 に 、 個 別 連 動 停 止
釦 １ ７ Ａ が 操 作 さ れ た と き に は 、 タ イ マ Ｂ を 起 動 さ せ 、 そ の 動 作 中 は 連 動 警 報 が 停 止 さ れ
る （ ３ ０ ８ ， ３ ０ ９ 、 ３ １ ４ ） 。
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【 ０ ０ ６ ２ 】
　 一 方 、 火 災 検 知 し て い な い 状 態 で 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 検 出 し て い な い と き
に は 、 連 動 警 報 を 出 力 し て い た 場 合 に は 、 連 動 警 報 を 停 止 す る （ ３ １ ４ ） 。
　 一 方 、 図 ９ は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を ワ ン シ ョ ッ ト パ ル ス
で 出 力 す る タ イ プ の 処 理 を 示 し て い る 。
　 す な わ ち 、 火 災 警 報 器 １ は 、 火 災 要 因 を 検 出 し た と き （ ４ ０ ０ ） 、 火 災 警 報 を 出 力 を す
る が 、 火 災 警 報 を 出 力 し て い る 間 に 、 他 の 警 報 器 １ か ら の 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を
判 別 す る と 、 第 ２ の 火 災 警 報 応 答 処 理 と し て 、 タ イ マ Ａ を 起 動 さ せ 、 そ の 動 作 中 は 、 警 報
音 を 大 き く し 、 あ る い は そ の 音 質 を 変 化 さ せ る （ ４ ０ １ 、 ４ ０ ２ ， ４ ０ ３ ， ４ ０ ５ ） 。
　 一 方 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ を 判 別 し て な い と き に は 、 通 常 の 警 報 音 で そ の ま ま
火 災 警 報 を 出 力 す る （ ４ ０ ４ ） 。 そ の 後 は 、 他 の 火 災 警 報 器 １ に 対 し て 、 連 動 制 御 第 １ 電
圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 出 力 す る （ ４ ０ ６ ） 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 一 方 、 火 災 要 因 を 検 出 し て い な い と き （ ４ ０ ０ ） 、 他 の 火 災 警 報 器 １ か ら の 連 動 制 御 第
１ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ を 判 別 し た と き に は （ ４ ０ ７ ） 、 連 動 警 報 を 出 力 す る （ ４ １ ３ ） 。 そ の
連 動 警 報 出 力 の 間 、 応 答 処 理 釦 １ ６ Ａ が 操 作 さ れ た と き に は 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ
３ を ワ ン シ ョ ッ ト パ ル ス と し て 出 力 す る （ ４ ０ ８ ， ４ ０ ９ ） 。
　 ま た 、 連 動 警 報 出 力 の 間 、 個 別 連 動 停 止 釦 １ ７ Ａ が 操 作 さ れ た と き に は 、 タ イ マ Ｂ を 起
動 さ せ 、 そ の 動 作 中 の 間 、 連 動 警 報 を 停 止 さ せ る （ ４ １ ０ ， ４ １ １ ， ４ １ ２ ， ４ １ ４ ） 。
一 方 、 火 災 検 知 し て い な い 状 態 で 、 連 動 制 御 第 １ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ２ ま た は 連 動 制 御 第 ２ 電 圧
レ ベ ル Ｖ ３ を 検 出 し て い な い と き に は 、 連 動 警 報 の 出 力 を 停 止 す る （ ４ １ ４ ） 。
　 な お 、 こ れ ら の 処 理 を 行 う 際 、 制 御 回 路 １ ２ は 、 カ ウ ン タ １ ２ Ａ に よ っ て 、 連 動 制 御 第
２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ の 出 力 回 数 や 、 判 別 回 数 、 あ る い は 個 別 連 動 警 報 停 止 釦 １ ７ Ａ の 操 作 回
数 を カ ウ ン ト し 、 カ ウ ン ト 回 数 が 一 定 回 数 に 達 す る と 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ の 出
力 を 無 効 と し た り 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル Ｖ ３ の 判 別 を 無 効 と し て も よ い 。 更 に は 、 個
別 連 動 警 報 停 止 釦 １ ７ Ａ の 操 作 を 無 効 と し て も よ い 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ま た 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル を 判 別 し て 、 火 災 警 報 音 量 ／ 音 質 の 変 化 や 、 連 動 警 報 停
止 、 連 動 警 報 の 音 量 ／ 音 質 の 変 化 さ せ る 度 に 、 タ イ マ Ａ の 動 作 時 間 を 順 次 短 縮 す る よ う に
し て も よ い 。 す な わ ち 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル を 判 別 し て 、 火 災 警 報 応 答 処 理 を 行 う 度
、 タ イ マ Ａ で 規 定 さ れ る 応 答 処 理 時 間 を 順 次 短 縮 さ せ る 。 更 に 、 制 御 電 圧 出 力 部 １ １ の ラ
ッ チ 回 路 １ １ Ａ の ラ ッ チ 時 間 を 計 測 す る タ イ マ を 設 け 、 連 動 制 御 第 ２ 電 圧 レ ベ ル の 出 力 時
間 を 、 そ の 出 力 回 数 に 応 じ て 順 次 短 縮 さ せ て も よ い 。 ま た 、 個 別 連 動 警 報 停 止 処 理 は 、 タ
イ マ Ｂ で 規 定 さ れ る 時 間 行 っ て い る が 、 順 次 、 警 報 器 １ の 設 置 場 所 を 巡 回 し て 火 元 を 特 定
す る と い う 目 的 上 、 個 別 連 動 警 報 停 止 釦 １ ７ Ａ が 操 作 さ れ る と 、 時 間 制 限 な く 連 動 停 止 し
て も よ い 、 そ の 場 合 、 タ イ マ Ｂ は 不 要 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 概 略 構 成 を 示 す 図
【 図 ２ 】 火 災 警 報 器 の 内 部 構 成 の 一 例 を 示 す 図
【 図 ３ 】 制 御 電 圧 出 力 部 の 内 部 構 成 の 一 例 を 示 す 図
【 図 ４ 】
【 図 ５ 】 図 ４ の 処 理 に お け る ２ 線 式 信 号 線 の 電 圧 推 移 を 示 す 図
【 図 ６ 】 図 ７ の 処 理 に お け る ２ 線 式 信 号 線 の 電 圧 推 移 を 示 す 図
【 図 ７ 】
【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 符 号 の 説 明 】
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【 ０ ０ ６ ６ 】
　 １ 　 火 災 警 報 器
　 １ １ 　 制 御 電 圧 出 力 部
　 １ ２ 　 制 御 部
　 １ ２ Ａ 　 カ ウ ン タ
　 １ ２ Ｂ 　 タ イ マ
　 １ ４ 　 制 御 電 圧 監 視 部
　 １ ６ 　 火 災 警 報 応 答 処 理 回 路
　 １ ７ 　 個 別 連 動 警 報 停 止 回 路
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